
 

 

宮越郵便局の郵便区調整に関する具体的要員措置計画について 

関連：交渉情報第 27号（2019.11.1） 

 

 

 日本郵便（株）信越支社要員集配部は、本日（11 月 7 日）「宮越郵便局の郵便区調

整に関する具体的要員措置」について地方本部に説明してきました。 

 

関連文書で、宮越郵便局の郵便区調整に関する具体的実施計画の提示を受けました

が、本日、本施策に対する具体的要員措置計画について提示を受けたものです。 

詳細については支社資料を参照願います。 

 

１．対象局 

 （１）被統合局 

    宮越郵便局 

 （２）統合局 

    木曽福島郵便局 

 

２．実施予定日 

  2020年 3月 2日（月） 

 

３．発生予想過員等 

  支社資料「別紙１」のとおり 

 

４．具体的要員措置方法 

 （１）正社員 

    実施日において、木曽福島郵便局へ配置転換する。 

 （２）配置転換に伴う通勤状況 

    正社員については、配点一時金算出等の準備のため、支社資料「別紙２」に

より事前に異動に伴う通勤手段の確認を行う。 

 （３）配点一時金の支給 

    本件実施に伴い、配置転換となる正社員に支社資料「別紙３」のとおり配点

一時金を支給する。 
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（４）期間雇用社員等の雇用継続の意向確認 

   期間雇用社員、アソシエイト社員および高齢再雇用社員について、支社資料

「別添」により意向確認を行う。 

 

５．その他 

  今後、本施策に関する具体的実施計画並びに具体的要員措置計画について、意

見表明を 11月 12日（予定）行い、11月 20日の大綱整理に向けて交渉を行って

いきます。 

 

【労使対応】   

本件に係る地方整理後における支部労使委員会窓口（中信支部） 


